
 

 

議案第３１号 三田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 
 

【趣  旨】 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）に定めら

れる手数料の標準額については、地方分権推進計画に基づき、定期的に見直しが行

われているところであり、今般、手数料の標準額を見直し、改正を行うとともに、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定

める省令（平成１２年自治省令第５号）について、改正を行うもの。  

 

【内  容】 

事務の内容の変化に伴い現行の手数料の標準額の見直しが必要となる事務及び物

件費等の増加に伴い現行の手数料の標準額との乖離が大きくなっている事務に係る

手数料の標準額について改定を行う。 

手数料の見直し（別表第２条関係） 

別表第７７号 カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所の設置の許可の申請に係る手数料の見直し。 

  

【施行期日】 

 令和６年４月１日 

  

【予算措置】 

 なし 

  

【そ の 他】 

 なし 


